
本セミナーの目的

本セミナーは、SAFを活用した環境価値の取引プログラムをご存じ
でありながら、導入に躊躇されている企業様を対象としています。

セミナーを通じてSAFの必要性や環境価値の可視化について理解
促進を図り、SAFの導入促進を目指しています。

本日配布のアンケートを通じて、環境価値取引プログラムやガイド
ラインに対して企業様が抱える課題やご要望を把握し、今後の取
組に反映したいと考えています。
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航空局 カーボンニュートラル推進室
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• 国際航空分野のCO2排出は、世界全体の約1.3% (ブラジルの1国分に相当）

• 国際航空分野における排出量は、世界的な航空需要に伴い今後も増加の見込み。

国際航空
１.３%

①中国
30.8%

国別排出量
350億トン

(2022年)

４.８億トン

②米国
13.4%

③インド
7.6%

④ロシア
4.7%

⑤日本
2.8%

⑥イラン
2.0%

その他の国※

25.9%
※国際海運を含む。

排出量
（CO2億トン）

割合

1 中国 107.8 30.8%

2 米国 46.8 13.4%

3 インド 26.5 7.6%

4 ロシア 16.4 4.7%

5 日本 9.8 2.8%

6 イラン 7.0 2.0%

国際海運 6.7 1.9%

7 インドネシア 6.6 1.9%

8 ドイツ 6.2 1.8%

9 韓国 5.5 1.6%

10 サウジアラビア 5.4 1.5%

11 カナダ 5.3 1.5%

国際航空 4.8 1.3%

12 ブラジル 4.4 1.3%

その他 90.6 25.9%

合計 349.8 100.0%

国際航空分野における温暖化対策の必要性

出典：IEA, “Green House Gas emissions from Energy” (2024) より作成

⑦インドネシア
1.9%

⑨韓国
1.6%

⑧ドイツ
1.8%

⑩サウジア
ラビア
1.6%
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国際航空の脱炭素目標 ～国際民間航空機関（ICAO）における枠組み～

20502019
（実績）

20
（実績）

203521
（実績）

国際航空
全体からの
CO2排出量
[100万t]

203０

➢ 第39回ICAO総会（2016年）において、2035年までのCORSIA（Carbon Offsetting and Reduction 
Scheme for International Aviation）を採択。

➢ 第41回ICAO総会（2022年）において、2050年までのカーボンニュートラルを目指す脱炭素化長期目標（LTAG）を
採択するとともに、CORSIAのオフセット量算定基準となるベースラインを変更（※）することを決定。

2021年～2035年
目標：2020年以降総排出量を増加させない

手段（CORSIA）：①新技術活用、②運航改善、③SAF

の活用により排出量削減を図りつつ、④ベースライン超

過分を炭素クレジットでオフセット

2050年までのカーボンニュートラル

SAFの利用によりジェット燃料使用と比較してCO2排出量を5%削減（CAAF/3 ２０２３）

※ベースラインの当初設計 2021～23年 2024～2035年

2019・2020排出量の平均 2019年排出量 2019排出量×85%

22
（実績）

ベースライン：2019排出量×85%（2024～2035）

排出量削減・オフセット

2.7億t

6.1億t

2.9億t

4.3億t

5.3億t

23
（実績）

24
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国内航空分野における温暖化対策の必要性

• 国内のCO2総排出量のうち運輸部門は19.2％を占め、そのうち国内航空は5.4％を占める。

5

国内航空
   1,019万㌧[5.4%]

内航海運
 973万㌧ [5.1%]

鉄道
 720万㌧ [3.8%]

 バス
363万㌧ [1.9%]

タクシー
133万㌧ [0.7%]

二輪車  
  77万㌧ [0.4%]

○我が国の各部門におけるCO2排出量 ○運輸部門におけるCO2排出量

内訳

自家用乗用車
8,447万㌧ 
[44.4％]

自家用貨物車
3,102万㌧
 [16.4％]

営業用貨物車
4,181万㌧ 
[22.0％]

運輸部門
（自動車、船舶等）

1億9,014万㌧
《19.2％》

その他
1億4,660万㌧
《14.8％》

産業部門
3億3,953万㌧
《34.3%》

家庭部門
1億4,730万㌧
《14.9％》

業務その他部門
1億6,515万㌧
《16.7%》

CO2総排出量
9億8,872万㌧
（2023年度）

●自動車以外

国土交通省環境政策課資料（温室効果ガスインベントリオフィス「日本の温室効
果ガス排出量データ（1990～2023年度）確報値」より作成）を航空局にて編集。

※ 端数処理の関係上、合計の数値が一致しない
場合がある。
※ 電気事業者の発電に伴う排出量、熱供給事業
者の熱発生に伴う排出量は、それぞれの消費量に
応じて最終需要部門に配分。
※国土交通省環境政策課資料（温室効果ガスイン
ベントリオフィス「日本の温室効果ガス排出量
データ（1990～2023年度）確報値」より作
成） を航空局にて編集。
※ 二輪車は2015年度確報値までは「業務その他
部門」に含まれていたが、2016年度確報値から
独立項目として運輸部門に算定。



地球温暖化対策計画における国内航空分野のCO２削減目標

(g) 鉄道、船舶、航空機の対策

○航空分野の脱炭素化

本文記載（航空分野）

航空分野の脱炭素化に向けて、①機材・装備品等への新技術導入、②管制の高度化による運航方式の改善、③持続可能な航

空燃料（SAF：Sustainable aviation fuel）の導入促進、④空港施設・空港車両の二酸化炭素排出削減等の取組を推進

するとともに、空港を再生可能エネルギー拠点化する方策を検討・始動し、官民連携の取組を推進する。

○2030年度目標：2013年度のCO2総排出量を上回らない（現状維持）

単位輸送量当たりのCO2排出量（kg-CO2／トンキロ）では、
原単位 1.3977（2013年度）→原単位1.1693（2030年度）
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CO2総排出量＝原単位×輸送量

【総排出量 1036.0万t】

【総排出量 1036.0万
t】

【総排出量 1238.4万t】



国際航空におけるバイオ燃料のCO2削減効果の考え方

化石由来
ジェット燃料

• バイオ燃料は、非化石由来のバイオマス（生物資源）を原料とする燃料。

• バイオ燃料を燃焼させた場合にも、化石燃料と同様にCO2が発生するが、原料となるバイオマスはそのCO2を吸収して再生
産される。

化石燃料 地下から地上にCO2を供給

CO2

化石燃料

排出

地上のCO2が増加

CO2

バイオ燃料

排出

吸
収

S
A
F吸収したCO2を使用

地上のCO2は増加しない

バイオマス原料
（サトウキビ、トウモロコシ、大豆油、菜種油等）

➢ SAF※のライフサイクル排出量の算定にあたっては、原料の栽培、収穫、製造、輸送等のサプライチェーン全体の排出
量から計算

 ※SAF: Sustainable Aviation Fuel（持続可能な航空燃料）

➢ 廃食油やごみの中に含まれる生物由来の炭素（生ごみなど）についても、バイオマス由来燃料と同様の考え方で、
元々CO2を吸収してバイオマスを生産したものであるため、地上のCO2は増加しない

国際航空におけるバイオ燃料のCO2削減効果の算定方法はICAOによって定められている
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SAF官民協議会
(2022.4.22～)

SAF製造・供給WG

SAF流通WG

(各会議体の関係)

⚫ SAFの導入を加速させるため、技術的・経済的課題や解決策を官民で協議し、取組を進める場として、令和4年4
月、「持続可能な航空燃料(SAF)の導入促進に向けた官民協議会」を設立。

⚫ 国際競争力のある国産SAFの製造・供給、SAFのサプライチェーンの構築、国産SAFのCORSIA適格燃料
登録・認証など、それぞれの課題について専門的な議論を行う場として、協議会の下にワーキンググループを設置。

(事務局：国土交通省)

(事務局：資源エネルギー庁)

テーマ：国産SAFの製造・供給、SAF原料の安定確保

WGでの議論は、事務局において取りまとめ、官民協議会に報告・共有。
議事及び配布資料は、原則非公開とする。

(事務局：国土交通省、資源エネルギー庁)

構成員

民間  ：航空会社、空港会社、石油元売会社等

政府 ：農林水産省、環境省

資源・燃料分科会(経産省)

航空機運航分野におけるCO2
削減に関する検討会(国交省)

報告・共有

➀SAF認証タスクグループ

②SAF利用評価タスクグループ

テーマ：国産SAFのCORSIA適格燃料 登録・認証

テーマ：SAF利用評価(Scope3)実証事業

国土交通省の取組（SAF官民協議会）
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航空局では、SAFの流通促進のため、国産SAFの原料多様化と、SAFの利用促進の両面で支援をしています。
①SAF認証タスクグループでは国産SAFの国際認証を目指す本邦事業者をサポートし、
②SAF利用評価タスクグループでは輸送においてSAFを利用する際の統一見解をガイドラインとして示すことで、

SAFを利用した輸送に関わるサプライチェーン全体の事業者に対する環境整備をしています。
今回はその中でもSAFの環境価値を可視化する取組について、ご説明します。



9

⚫ Scope１，２，3とは

⑥出張④輸送、配送

上

①原材料

Scope3

上流

燃料の燃焼 電気の使用

自社

Scope1 Scope2

⑫製品の廃棄⑨輸送、配送

下

⑪製品の使用

Scope3

下流

一般消費者

⚫ なぜ削減が必要か

Scope 1 事業者自らによる温室効果ガスの直接排出（燃料の燃焼、工業プロセス）

Scope 2 他社から供給された電気・熱・上記の使用に伴う間接排出

Scope 3 Scope 1, 2以外の間接排出（事業者の活動に関連する他社の排出）

義務化や規制の動きへの対応 企業価値の向上

Scope 3削減の必要性



会社名 プログラム名 開始日

JTB-CWT エアラインのプログ
ラムを仲介

-

丸紅 CO2削減価値管理・
販売プログラム

2025年6月

会社名 プログラム名 開始日

日通 NX-GREEN SAF 
Program

2024年4月

近鉄 KWE Green 
Consolidation

2023年12月

郵船 Yusen 
Book-and-Claim

2023年4月
(2024年1月

リニューアル)

貨 物

旅 客

SAF

貨物

旅客

SAF Flight Initiative

対象：貨物・旅客

開始日：2021年10月

旅行代理店 事業者

エアライン
SAF

サプライヤー

フォワーダー 荷主

JAL Corporate SAF Program

対象：貨物・旅客

開始日：2024年4月

民間企業の取組例（Scope 3取引プログラム）

民間企業において、航空輸送を行う顧客のニーズに応じて、SAFの環境価値を取引するプログラムを展開している。
近年では貨物輸送に加えて、出張者のScope 3削減への要望も高まりつつある。



SAF利用可視化ガイドライン（概要）
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１．ガイドラインの活用方法

「SAF利用可視化ガイドライン」はSAF利用による削減を証明するための考え方と対応を示すものである。
SAFの証明書は、利用先の規定に沿って適切に利用すること。

２．背景

⚫ 近年、企業のGHG排出削減において、間接排出であるScope 3の削減にも関心が高まりつつある。

⚫ 航空輸送では、利用者（旅客、荷主、及び代理店）のScope 3を可視化し、サプライチェーン全体で削減すること

が求められる。

⚫ 航空輸送及びSAFのサプライチェーンは多くの企業が関わるが、Scope３の評価方法に定まったものはなく、業界横

断的なガイドラインが求められた。

⚫ 関係業界と共に、航空輸送におけるScope 3評価の原則、算出方法、認証等の基本事項をまとめた「SAF利用可

視化ガイドライン」を策定した。

Scope 3 カテゴリ（抜粋）

① 購入物品およびサービス

④ 上流の輸送および流通

⑥ 出張

⑨ 下流の輸送および流通

⑪ 販売製品の使用

⑫ 販売製品の廃棄

３．航空輸送におけるScope 3
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５．GHG排出量の計算方法

⚫ IATA Recommended Practiceをもとに
GHG排出量を算定

４．ガイドラインの要件

➀ガイドラインの対象プログラム*

⚫ サプライチェーン内で実際にSAFが利用されたこ

とによる削減であること。（カーボン・インセット）

*航空会社のプログラムに限定するものではない。

②プログラムが満たすべき要件（原則）

⚫ SAFを実際に航空機で燃焼させた時点

（もしくは空港の共同貯油タンクにSAFが投入されて航

空機での燃焼が確実になった時点）で、Scope 3

の削減効果が生じる。

⚫ Scope 1の削減効果が発生しない限り、

Scope 3の削減効果を主張してはならない。

⚫ 利用するSAFは、原則「CORSIA適格燃料

（CEF）」であること。

③プログラムが満たすべき要件（手法）

⚫ GHG排出量とSAFによる削減効果は分離して

管理・証明する。

⚫ GHG排出量はIATAのガイドラインの推奨手法

をもとに算出することを基本とする。

⚫ SAFによるGHG削減量はCORSIAの算定方

法をもとに算出することを基本とする。

SAF利用可視化ガイドライン（要件・手法・計算方法）
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６．GHG削減効果（環境価値）の受け渡し

⚫ SAF利用による環境価値は航空輸送サービスにおいて
「削減量」という形で上流（エアライン）から下流（フォ
ワーダー（代理店）・荷主）に受け渡す

⚫ Scope 3の排出および削減は一つのサプライチェーンの
中でそれぞれの工程で発生する。（代理店と荷主は
別々の工程にあたる）

二重発行

同一の環境価値を複数回証明書

として発行する

二重分配

証明書化された環境価値を、複数

回分配する

二重主張

同一の環境価値が異なる削減量と

して2回以上主張される

７．GHG削減効果の分配及び二重計上防止

⚫ 二重計上には、二重発行、二重分配、二重主張
が該当し、これらを防止しなければならない。

⚫ 一つの排出源（Scope 1）に対して代理店と旅
客・荷主といった異なる工程で発生したScope 3に
ついて、各工程で削減を主張することは二重計上
には当たらない。

⚫ サプライチェーン内の各工程毎のScope 3削減量
の総和はエアラインのScope 1削減量を超えてはな
らない。

SAF利用可視化ガイドライン
（環境価値の受け渡しと二重計上防止）



SAF利用可視化ガイドライン（第三者認証）
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８．第三者認証による証明

⚫ 「SAF利用の可視化」のプログラムは、トレーサビリティを確保したデータ収集とエビデンスに基づく正確な算定のもと管理
される必要がある。

⚫ プログラムの信頼性確保のため、プログラムは第三者認証を取得する。
⚫ 第三者認証を取得したプログラムは、以下の事項を揃えた証明書を発行する。

１）証明書の管理番号、発行日
２）SAFを使用した輸送の対象期間と航空輸送

を利用した経路・輸送実績
（人数・貨物重量など）
又はSAF燃焼を確実にした日
（SAFの燃焼日又は共同貯油タンク投入日）

３）享受するGHG削減効果※１

４）SAFのGHG削減効果
（削減率又はSAFの単位量当たりのGHG削
減量）
※１ SAF利用によるGHG削減効果は、GHG排出
量を記載する場合は総量から差し引かず、枠外に別
記すること。

■証明書に最低限記載すべき事項

＜燃料に関する情報＞ 
１）燃料のエネルギー含有量、質量、体積
２）燃料ライフサイクルGHG排出係数、認定基準
３）燃料の原料（原料中の生物由来物質の割合含む）及び生産プロセス
４）燃料製造CoCの持続可能性認証基準、認証機関、認証スキーム

（CORSIA適格燃料（CEF）の場合）
５）SAF製造事業者・使用したSAFの管理番号

＜輸送サービスに関する情報＞ 
１） サービスに関連する輸送モード（例：航空／陸上／海運） 
２） 実施された輸送活動の量 
３） SAFを使用した輸送サービスのGHG排出原単位 
４） 輸送活動量から生じるGHG総排出量 
５） 該当する場合は、当該サービスの輸送業務区分

■証明書が備えるべき要件（追跡すべき情報）
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